


 

別紙「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果について」 

新 旧 

公    示 

公示第２９号 

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果について 

 平成２６年１月２７日付け公示「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について」に基づき、一

般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果を下記のとおり定めたので公示す

る。 

なお、需給状況の判断結果の算定基礎数値は、別紙のとおりである。 

 

令和６年８月３０日 

 

北陸信越運輸局長 佐橋 真人 

記 

令和６年度における需給状況の判断結果 

都道府県 
営業区域名 

（交通圏） 

必要車両数 

（両） 

令和５年度末 

車両数 （両） 

増加可能車両数

（両） 

新潟県 

新潟交通圏 ４６４ ９５２ ▲４８８ 

長岡交通圏 １６７ ２７０ ▲１０３ 

上越交通圏 １００ １５０ ▲５０ 

柏崎市Ａ ３２ ５１ ▲１９ 

新発田市Ａ ３０ ５６ ▲２６ 

長野県 

長野交通圏 ２１７ ５４７ ▲３３０ 

松本交通圏 １７２ ３８２ ▲２１０ 

上田市Ａ ３８ ８１ ▲４３ 

公    示 

公示第２９号 

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果について 

 平成２６年１月２７日付け公示「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について」に基づき、一

般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果を下記のとおり定めたので公示

する。 

なお、需給状況の判断結果の算定基礎数値は、別紙のとおりである。 

 

令和６年８月３０日 

 

北陸信越運輸局長 佐橋 真人 

記 

令和６年度における需給状況の判断結果 

都道府県 
営業区域名 

（交通圏） 

必要車両数 

（両） 

令和５年度末 

車両数 （両） 

増加可能車両数

（両） 

新潟県 

新潟交通圏 ４６４ ９５２ ▲４８８ 

長岡交通圏 １６７ ２７０ ▲１０３ 

上越交通圏 １００ １５０ ▲５０ 

柏崎市Ａ ３２ ５１ ▲１９ 

新発田市Ａ ３０ ５６ ▲２６ 

長野県 

長野交通圏 ２１７ ５４７ ▲３３０ 

松本交通圏 １７２ ３８２ ▲２１０ 

上田市Ａ ３８ ８１ ▲４３ 



 

飯田市Ａ ７４ １４８ ▲７４ 

富山県 

富山交通圏 １４０ ２６４ ▲１２４ 

高岡・氷見交通圏 ９２ １６８ ▲７６ 

（削除） 

石川県 
金沢交通圏 ６８４ １，２１０ ▲５２６ 

（削除） 

※上記「令和５年度末車両数」は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第２条第９項に定める事業

用自動車（個人タクシーを除く。）の数である。 

 

附 則 

本公示は、令和６年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動

車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の

承認申請、営業区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変

更認可申請、休車の解除に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許

可申請について適用する。 

 

附 則（令和６年９月３０日付け公示第３７号で一部改正） 

 本公示は、令和６年１０月１日から適用する。 

 
 

飯田市Ａ ７４ １４８ ▲７４ 

富山県 

富山交通圏 １４０ ２６４ ▲１２４ 

高岡・氷見交通圏 ９２ １６８ ▲７６ 

砺波市Ｂ、南砺市 ２１ ３５ ▲１４ 

石川県 
金沢交通圏 ６８４ １，２１０ ▲５２６ 

南加賀交通圏 ９３ ２４１ ▲１４８ 

※上記「令和５年度末車両数」は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第２条第９項に定める事

業用自動車（個人タクシーを除く。）の数である。 

 

附 則 

本公示は、令和６年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動

車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の

承認申請、営業区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変

更認可申請、休車の解除に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許

可申請について適用する。 
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